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公立大学法人島根県立大学次期（第２期）中期目標骨子案（項目） 
前文（目指すべき大学像） 

現   行 （案） 備   考 
公立大学法人島根県立大学の基本的な目標 
 ●大学を取り巻く環境の変化 
   
 
 
 
 

 
→県立大学に対する少子化や産業振興など地域課題解決支
援への期待 

  →行財政改革の一環としての大学運営のスリム化、効率化の
要請 

 ●民間的発想を取り入れた効率的な運営を行いながら、地域や
時代の要請に応え、特色・魅力のある次に掲げる大学を目指
す。 

 
１．学ぶ意欲を大切にし、高めていく大学 
●学生一人ひとりの学ぶ意欲を大切にし、それを高めていく 
●さまざまな課題に主体的に取り組む意欲を持ち、解決手法等
を身につけた人材の育成 
→質の高い教育の提供 
→学生に対するきめ細やかな支援 

 
 
２．地域に根ざし、地域に貢献する大学 

●創造性豊かで実践力のある人材の育成 
●地域社会の活性化と発展に寄与 

→地域の幅広い多様な学習ニーズへの対応 
→研究成果の地域への還元 

 
３．北東アジアにおける知的共同体の拠点として世界と地域をつ

なぐ大学 
●世界に存在感をアピールできる大学を目指す 

→北東アジアの総合的な研究の推進 
●国際的な視野を持ち多様な価値観を認める人材の育成を目指
す 

   →北東アジアをはじめとする大学等との学術ネットワークの形成 

→留学生の派遣・受入れを通じた交流の積極的実施 

公立大学法人島根県立大学の基本的な目標 
●大学を取り巻く環境の変化 

  →リーマンショックや急激な円高の進行といった社会・経済
情勢の悪化、経済のグルーバル化や情報化の進行、長引く
国や地方財政の停滞、大震災体験を通じ社会に広がった価
値観の多様化 

  →少子化の進展に伴う１８歳人口減少による大学間競争の
激化・・・多くの優秀な学生の獲得が困難になりつつある。 

●県立大学への期待・要請 
→県立大学には、社会に役立つ人材の育成や地域課題解決に
向けての支援、国際的な研究教育の推進、グローバル人材
の育成が期待されているとともに、大学運営のスリム化・
効率化の要請もある。 

 ●法人化以来今日まで高い志願倍率や就職率を維持し学生の
支持を得てきたが、今後も地域や時代の要請に応え、特色・
魅力のある次に掲げる大学を目指す。 

１．高い知性と豊かな人間性を育み、社会に役立つ人材を輩出す
る大学 

●幅広い市民的教養と専門知識、豊かな人間性と高い倫理観を
持った人材の育成。 
●主体的に問題を発見・整理・解決し、変貌する経済・社会に
柔軟に対応できる人材の育成 
→質の高い教育の提供 
→学生に対するきめ細やかな支援 

２．地域に根ざし、地域に貢献する大学 
●地域に貢献する大学を目指す 

→地域課題研究や地域の多様な学習ニーズを市民や学生と連
携しながら推進。 

→地域活動へ積極的に参加する。 
●地域が求める人材を育成する。    

３．北東アジアをはじめとする国際的な研究教育を推進する大学 
●北東アジアをはじめとする国際的な研究教育を推進 

→経済のグローバル化が進行する地域社会の中で、北東アジア
や世界の諸地域との教育的・学術的ネットワークの展開 

 →留学生の派遣・受入れを通じた交流の積極的実施 
●国際的にも通用するグローバル人材の育成を目指す。 

   →専門知識とコミュニケーションスキルを持つ。 

 

 

・県立大学を取り巻く環

境についての記述を修

正 

 

 

 

 

 

 

 

・育成する人材像の明

確化 

 

 

 

 

・取り組みの強化・具体

化 

 

 

・大学憲章に沿った記

述 

 

グローバル人材の育成

を明記 

 

資料５－２ 
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現   行 （案） 備   考 

Ⅰ．中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

１．中期目標の期間 

  平成１９年４月１日～平成２５年３月３１日 

２．教育研究上の基本組織 

 ・教育研究上の基本組織は、別表に掲げる学部、研究科、学科・

専攻科及び附属設備をもって構成。 

 

Ⅱ．新たな大学構想の確立と実現に向けた取り組み 

 ・県立大学は、今後も島根県の高等教育の中核を担う拠点とし

て存在意義を高めることが求められている。 

 ・総合的教養教育と専門的な指導を行い、創造性豊かで実践力

のある幅広い職業人の養成を行う大学を目指す。 

・新たな大学構想を確立し、実現に向けた取り組みを進める。 

・時代や大学志願者の状況の変化等に機敏に対応し、不断の見 

直しを行う。 

 

Ⅲ．大学の教育研究等の質の向上 

１．教育研究の質の向上 

・学生への質の高い教育の提供、島根の独自性を発揮する研

究や国際的水準の研究の実施及び成果の公開、競争的資金獲

得の努力を行う。 

・教育研究活動や組織運営状況の評価を受け、その結果の開

示により、教育研究の質の保証及び改善に向けた不断の努力

を行う。 

 

２．教育 

（１）人材育成の方向性 

・学生に対して質の高い教育を行い、地域社会に貢献し、日本

国内はもとより国際的にも活躍できる人材を育成。 

Ⅰ．中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

１．中期目標の期間 

  平成２５年４月１日～平成３１年３月３１日 

２．教育研究上の基本組織 

 ・（略） 

 

 

Ⅱ．社会情勢の変化に的確に対応した大学づくり 

・（略） 

 

・（削除） 

 

・（削除） 

・大学を取り巻く環境の変化に機敏に対応し、特色のある、学

生にとって魅力ある大学づくりを推進する。 

 

Ⅲ．大学の教育研究等の質の向上 

（表題削除） 

・（略） 

 

 

・（略） 

 

 

 

１．教育 

（１）人材育成の方向性 

 ・日本を取り巻く国内外の社会情勢を踏まえて、主体的に問題

を発見・整理・解決する能力を持ち、日本国内はもとより国際

 

 

 

 

 

 

 

・高い志願倍率や就職

率などを、今後も維持・

発展させていくための

視点を明記 

 

 

 

 

 

・「１．教育研究の質の

向上」の内容を前文と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

・経済などのグルーバ

ル化に対応できる、幅

広い教養と専門性、語
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現   行 （案） 備   考 

 
【県立大学学士課程】 

 ・専門教育、教養教育を相互に連携させ、豊かな教養に支えら

れた幅広い人材を育成。 
 
【県立大学大学院修士課程、博士課程】 

 ・高度な専門職業人、研究・教育機関の中核を担う研究者等リ

ーダー的人材を育成。 
（新設） 
・高度な専門性を持ち、豊かな教養に支えられた人材を育成。 
【短期大学部短期大学士課程】 

 ・総合的教育による、実践的専門職業人等を育成。 

 

（２）教育内容の充実 

 ①入学者の受入れ 

・入学希望者、保護者、高校や地域等の希望や動向の的確な把

握。 
・入学者受入れの基本的な方針（アドミッション・ポリシー）

を明確にし、それに応じた入学者選抜の実施。 

・県立大学、短期大学部が求める資質、能力を有した入学者の

確保と地域のニーズへの対応。 

・県立大学、大学院、短期大学部において入学定員充足率（入

学者数／入学定員）１００％以上の維持。 

②教育課程の充実 

ア 学生が身に付けるべき広さと深さを持つ効率的、系統的

なカリキュラムを編成。 
イ 学生個々の履修状況などに配慮し、必要に応じて補習教

育（リメディアル教育）等の実施。 
〔新設〕 

的にも地域でも活躍できる人材を育成。 
【県立大学総合政策学部学士課程】 

 ・専門教育、教養教育を相互に連携させ、豊かな教養に支えら

れた幅広い人材を育成するとともに、外国語教育を強化し、国

際社会で活躍できるグローバル人材の育成を目指す。 
【県立大学大学院博士前期課程、博士後期課程】 

 ・（略） 

 

 【県立大学看護学部学士課程】 

 ・（略） 

【短期大学部短期大学士課程】 
・（略） 

 

（２）教育内容の充実 

 ①入学者の受入れ 

・（略） 

 

・（略） 

 

・（略） 

 

・（略） 

 

②教育課程の充実 

ア （略） 
 
イ 学生個々の理解度や履修状況などに応じた習熟度別教

育や補習教育（リメディアル教育）等の実施。 
ウ 職業に関する知識を身に付け、主体的に進路を選択する

学力を備えたグローバ

ル人材の育成を目指

す。 

※グローバル人材 

＝教養と専門性、異な

る言語、文化、価値を

乗り越えて関係を構築

するためのコミュニケ

ーション能力と協調性

等を持った人材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生個々の学力等に

応じた教育を実施し、

より高いレベルへ導
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現   行 （案） 備   考 

 
エ リカレント教育を実施。 
 【県立大学学士課程、短期大学部短期大学士課程】 
・多様で質の高い総合的教養教育と高度な専門性を培うための

体系的な専門教育を実施。 
【大学院修士課程、博士課程】 
・専門分野における高度な知識を教授するとともに、きめ細か

な研究指導を実施。 
③成績評価等 

・到達目標を明示し、公正な基準による厳正な成績評価を実施。 
・卒業認定・学位授与に関する基本的な方針（ディプロマ・ポ

リシー）を明確にし、その質を保証することで単位、学位の通

用性を高める。 
（３）教育の質を高めるための取組み 

 ①教育の質及び教育環境の向上 

 ・ファカルティ・ディベロップメントを積極的に推進。 
 
・自己点検・評価や認証評価機関による評価などの結果を適切

にフィードバックし、教育の質の向上を図る。 

②教育実施体制の整備 

 ・学生の学習・研究意欲をより高めるために、施設、設備など

を含めた教育環境の向上。 

（４）学生支援の充実 

〔新設〕 

ア 学生生活に対するきめ細かな支援の実施と、心身の健康

管理体制の整備。 
イ 就職に対するきめ細かな支援の実施と、卒業生に対す

る、キャリアアップ・Ｕターン支援。 
ウ 大学院進学、海外留学など、進学に対する支援の実施。 

能力等を育てるキャリア教育の充実 
エ （略）  

【県立大学学士課程、短期大学部短期大学士課程】 

 ・（略） 

 

【大学院博士前期課程、博士後期課程】 
・（略） 

 

③成績評価等 

・（略） 

 

・（略） 

 

（３）教育の質を高めるための取組み 

 ①教育の質及び教育環境の向上 

 ・大学教員の教育能力を高めるための組織的取組（ファカルテ

ィ・ディベロップメント）を積極的に推進。 

 ・（略） 

  

②教育実施体制の整備 

 ・（略） 

 

（４）学生支援の充実 

ア 学生の安全安心確保のための取り組みを積極的に実施。 
イ （略） 
 
ウ （略） 
 
エ （略） 

く。 

・キャリア教育の充実に

より、社会の求める人材

の育成とともに、就職や

雇用への支援を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ファカルティ・ディ

ベロップメント 
＝教員が授業内容・方

法を改善し向上させる

ための組織的な取組の

総称。 

 

 

・防犯対策についてさら

に積極的に実施 
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現   行 （案） 備   考 

エ 学生の国家試験等の合格や各種資格取得を支援する体

制の充実。 
オ 特に優秀な学生に対する特待生制度の導入と授業料減

免制度や金融機関とタイアップした授業料奨学融資制度

の実施。 
〔新設〕 

 

〔新設〕 

 
３．研究 

（１）目指すべき研究及び研究の成果の活用 

①目指す研究 

ア 国際的、学際的、総合的な研究や専門的な研究の推進。 
イ 島根県や本県の地域社会が抱える課題の解決に向けた

研究の推進。 
 ②研究成果の評価及び活用 

・研究成果については、原則として全て公表し、専門的な評

価や地域の評価を受ける。 
・研究成果を活用できる仕組みの構築を図る。 

（２）研究実施体制等の整備 

・北東アジア地域研究センターの充実など学内の研究体制の

整備。 
・国内外の交流大学等との共同研究や県の研究機関、ＮＰＯ

等多様な主体との一層の連携を進める。 
（３）研究費の配分及び外部競争的資金の導入 

ア 教員研究費は、公正な評価に基づいて配分。 
イ 研究に関する競争的資金の導入を積極的に行い、この比

重を大幅に増加させることを目指す。 
４．地域貢献、国際化  

オ （略） 
 
カ 給付型奨学金制度、授業料減免制度及び金融機関とタイ

アップした授業料奨学融資制度などを実施。 
   

キ 部活動やボランティア活動など学生の主体的な取り組

みを支援。 

ク 卒業生会などの大学支援組織との連携強化 
 

２．研究 

（１）目指すべき研究及び研究の成果の活用 

①目指す研究 

   ア（略） 

   イ（略） 

 

 ②研究成果の評価及び活用 

 ・（略） 

 

 ・（略） 

（２）研究実施体制等の充実 

・学内の研究体制の充実 

  

 ・（略） 

 

（３）研究費の配分及び外部競争的資金の導入 

  ア（略） 

  イ 研究に関する競争的資金の積極的な導入。 

 

３．地域貢献、国際交流 

 

 

 

 

 

 

 

・卒業生会組織等との

連携を強化し、学生に

対する就職や進学など

の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後さらに国際交流
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現   行 （案） 備   考 

（１）地域貢献の推進 

 ①県民への学習機会等の提供 

・県民ニーズに対応した体系的かつ継続的な学習機会の提供。 
②地域活性化に対する支援 

 ・企業や県及び市町村等と連携し、情報の提供、受託研究や共

同研究の実施、政策課題の解決に対する支援。 
・ＮＰＯ法人や民間団体等との協働による地域課題解決への支

援。 

③県内教育研究機関等との連携 

・地域の初等、中等教育や県内及び隣県の高等教育機関等と連

携し、地域教育ネットワークの構築を図る。 
④地域連携推進センターの設置 

・地域連携推進センターを設置し、地域貢献に関するコーディ

ネート業務の実施。 
 

 

 

（２）国際化・国際貢献の推進 

 ①海外の大学との交流 

・北東アジア地域をはじめとする海外の大学及び研究機関との

学術研究交流の一層の推進。 
・国際化に対応した教育研究の展開。 
②留学生の派遣と受入れ 

・交換留学制度の拡充など学生の留学制度の充実。 
・北東アジア地域を中心に留学生の受入れ。 
〔新設〕 

 

（１）地域貢献の推進 

①地域連携推進センターの活用 

・大学の自主的な地域貢献活動の総合窓口として設置した地域

連携推進センターを中心として、地域貢献に関するコーディネ

ート業務を実施する。 
②民間団体等や行政との連携 

・企業や県及び市町村等と連携を強化し、情報交換、受託研究

や共同研究の実施、政策課題の解決に対する支援。 
・ＮＰＯ法人や民間団体等との協働による地域課題解決への支

援。 
③県内教育機関等との連携 

・地域の初等、中等教育や県内及び隣県の高等教育機関等と連

携し、地域教育ネットワークの構築を図る。 

④県民への学習機会等の提供 

・県民ニーズに対応した体系的かつ継続的な学習機会の提供。 

・施設の地域開放を行う。 

 

 （２）国際交流の推進 

 ①海外の大学等との交流 

 ・（略） 

 

・（略） 

②留学生の派遣と受入れ 

 ・（略） 

 ・（略） 

③国際交流推進体制の整備 

  大学内に国際交流を組織横断的、集約的に展開するための国

際交流推進体制を整備し、積極的かつ効率的に実施する。 

の進展を図っていくた

めの指針として、H24.1

に「国際交流方針」が

策定されたため、それ

を踏まえ項目名に変

更。 

・記載順序の変更 

④→① 

②→② 

③→③ 

①→④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「国際交流方針」策定

を踏まえ記載内容を追

加 

 


